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○三条市建設業者等資格取得支援事業補助金交付要綱 
平成27年３月31日 

告示第66号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、地元建設業を支える建設技術者の確保を図るため、特殊機械の運転等

に必要な資格の取得に係る費用を従業員に助成した建設業者等に対し、予算の範囲内にお

いて三条市建設業者等資格取得支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、三条市補助金等交付規則（平成17年三条市規則第41号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条　補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する建設業者（建設業法（昭和

24年法律第100号）第３条第１項の規定により建設業の許可を受けた者をいう。）、市の

除雪業務を受託している事業者又は同業務を受託する見込みがある事業者として市長が

認めるもの（以下「建設業者等」という。）であって、特殊機械の運転等に必要な資格を

従業員が取得するための経費を負担したものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設業者等は、補助金の交付の対象としない。 

(1)　納付期限の到来した市税等を完納していない者 

(2)　三条市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成17年５月１日制定）に基づき指

名停止措置を受けた者であって、当該指名停止措置の期間を経過していないもの 

（補助対象経費） 

第３条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる

免許等の取得又は講習の受講のために建設業者等が負担した教習料、受験料、受講料その

他の経費であって、市長が適当と認めるものとする。 

(1)　第一種大型特殊自動車免許 

(2)　一級又は二級の土木施工管理技士 

(3)　一級又は二級の管工事施行管理技士 

(4)　一級又は二級の造園施工管理技士 

(5)　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 

(6)　前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めるもの 

（補助金の額） 

第４条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とする。 
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２　前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条　補助金の交付を受けようとする建設業者等（以下「申請者」という。）は、市長が

定める日までに建設業者等資格取得支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に市長が必

要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第６条　市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、

補助金を交付することを適当と認めたときは三条市建設業者等資格取得支援事業補助金

交付決定通知書（様式第２号）により、補助金を交付することを不適当と認めたときは三

条市建設業者等資格取得支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条　前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の対象となる事

業が完了したときは、速やかに、三条市建設業者等資格取得支援事業実績報告書（様式第

４号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の決定等） 

第８条　市長は、前条の規定による補助事業の実績の報告を受けたときは、その内容を審査

の上、補助金の額を確定し、三条市建設業者等資格取得支援事業補助金確定通知書（様式

第５号）により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附　則（令和３年４月告示第468号） 

（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものと

みなす。 

附　則（令和５年４月告示第138号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 


